
令和元年度における人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づく公表

第１編 各任命権者からの報告の概要

１ 職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の採用の状況

令和元年度中の職員採用は、一般事務５名でした。

（２）再任用の状況

令和元年度中の再任用職員は、一般事務でフルタイム勤務職員２名、短時間勤

務職員６名の採用でした。（実人員は７名）

※ 再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため定年退職者等のうち改めて採

用される職員であり、地方公務員法第２８条の４の規定により採用されるフ

ルタイム勤務職員と、同法第２８条の５の規定により採用される短時間勤務

職員のことをいいます。

（３）職位別任用状況

令和２年３月現在、主幹相当以上の職の総数は２５名であり、令和元年度中に

おける昇任者数の内訳は下表のとおりです。

（単位：人）

（注） （ ）内は女性の数であり、内書きである。

（４）職員の退職の状況

令和元年度における職員の退職の状況は下表のとおりです。

（単位：人）

（注） （ ）内は女性の数であり、内書きである。

課長相当 主幹相当 計

昇任者数 ４（１） ４（１） ８（２）

事由 退職者数

定年退職 ０（０）

勧奨退職 ２（１）

自己都合退職 ２（０）

その他（死亡、免職、失職） １（０）

計 ５（１）



（５）部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年４月１日現在)

（６）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

◆ 第５次定員適正化計画（平成２８年度～令和２年度）

現在の住民サービスの水準を固持するとともに、社会情勢の変化等新たな行政

需要を要因とする業務量の増加に備え、必要以上の職員削減を行わず、再任用制

度を考慮しつつ退職者の補充を行うこととし、令和２年度の職員数を８３人とす

ることを目標としています。（同計画の取組状況は、次のとおりです。）

単位：人

※職員数は、各年度 4月 1日現在。

区 分

部 門

職員数 対前年

増減数
主な増減理由

平成３０年 平成３１年

一般行政部門

議会 １ １ ０

総務企画 ２３ ２４ １ 派遣者を課付けとしたことによる増員

税務 ７ ７ ０

民生 １０ １０ ０

衛生 ７ ７ ０

農林水産 ４ ４ ０

商工 ４ ３ ▲１ 移住定住事業等の他課への移管による減員

土木 ６ ６ ０

小計 ６２ ６２ ０

特別行政部門 教育 １６ １２ ▲４ 再任用職員配置、事務事業の見直し等による減員

公営企業等会

計部門
国保等 ８ ８ ０

合 計 ８６ ８２ ▲４

部 門 増 減 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ Ｒ２

一般行政
計画数 ― ６１ ６１ ６０ ５９ ５９

職員数 ５９ ６０ ６１ ６２ ６２ ―

特別行政
計画数 ― １６ １６ １６ １６ １６

職員数 １６ １６ １７ １６ １２ ―

公営企業

等 会 計

計画数 ― ８ ８ ８ ８ ８

職員数 ８ ８ ８ ８ ８ ―

計
計画数 ― ８５ ８５ ８４ ８３ ８３

職員数 ８３ ８４ ８６ ８６ ８２ ―



２ 職員の人事評価の状況

人事評価制度は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績

を公正に把握することで、職員の主体的な職務の遂行及びより高い能力を持った公務

員の育成を行うとともに、能力・実績に基づく人事管理を行うことにより、組織全体

の士気高揚を促し、公務能率の向上につなげ、最終的には住民サービス向上の土台を

つくることを目的としているものです。

地方公務員法では、職員の執務について、定期的に人事評価を行うこととされてお

り、その結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとされ

ています。

令和元年度の人事評価の実施状況は、次のとおりです。

３ 職員の給与の状況

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（注） 令和元年度決算については、議会の認定前の数値であり、これから審議されます。

（２）職員給与費の状況(普通会計決算)

（注）１ 令和元年度決算については、議会の認定前の数値であり、これから審議されます。

２ 職員手当には退職手当を含みません。

３ 職員数は、平成３１年４月１日現在の人数です。

４ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

職員数には当該職員を含んでいません。

評価制度の概要

能力評価 業務遂行能力の発揮度と執務姿勢（意欲・態度）を評価

業績評価
「目標による管理」の手法等により目標の達成度、業務の

遂行度を評価

総合評価 能力評価及び業績評価の評価結果を合わせた評価

評価期間 平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの１年間

評価基準日 令和２年２月１日

評価結果の活用 翌年度の勤勉手当の成績率に反映。

区分
住基人口

R2.1.1

歳出額

Ａ

実質収支 人件費

Ｂ

人件費率

(B/A)

R1 年度 7,022 人 3,127,744 千円 135,028 千円 612,232 千円 19.6％

区分
職員数

Ａ

給 与 費 １人当たり

給与費給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ

R1 年度 74 名 249,648 千円 34,713 千円 95,782 千円 380,143 千円 5,137 千円



（３）職員の平均給料（給与）月額及び平均年齢の状況

Ｈ31.4.1 現在

（４）一般行政職員の初任給・経験年数別平均給料月額の状況

Ｈ31.4.1 現在

（注）１ 個人情報保護の観点から、対象となる職員が１人又は２人の場合は、当該箇所を「アスタリスク（＊）」

としている。

２ 「―」は対象者がいない。

（５）一般行政職員の級別職員数の状況

Ｈ31.4.1 現在

区分

一般行政職

平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）
平均年齢

町 282,651 円 323,332 円 309,616 円 40.3 歳

国 329,433 円 ― 円 411,123 円 43.4 歳

埼玉県 325,365 円 412,987 円 368,214 円 42.9 歳

区分
初任給 経験年数 10 年以上 15 年未満 経験年数 20 年以上 25 年未満

町 埼玉県 町 埼玉県 町 埼玉県

大学卒 170,100 円 187,200 円 ********円 286,985 円 340,100 円 369,852 円

高校卒 148,600 円 153,000 円 ― 円 241,801 円 ― 円 337,320 円

区 分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 計

標準的な職務内容 主事 主任 主査 主幹 課長 課長

職 員 数 17人 13 人 14 人 13 人 5人 4人 66 人

構 成 比 25.7% 19.7% 21.2% 19.7% 7.6% 6.1% 100.0%



（６）職員手当の状況

Ｈ31.4.1 現在

（注）１ 令和元年度決算については、議会の認定前の数値であり、これから審議されます。

２ 任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））も含まれています。

町 国

（Ｒ１年度支給割合） （Ｒ１年度支給割合）

期末手当 2.60 月 （1.45 月）

勤勉手当 1.90 月 （0.90 月）

職務の級等による加算措置あり

期末手当 2.60 月 （1.45 月）

勤勉手当 1.90 月 （0.90 月）

職務の級等による加算措置あり

区分 町 国

退職手当

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続 20年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続 20年 19.6695月分 24.586875 月分

勤続 25年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続 25年 28.0395月分 33.27075 月分

勤続 35年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続 35年 39.7575月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

時間外勤務手当

Ｒ１年度
支給総額 8,386 千円

職員 1人当たり支給年額 125 千円

３０年度
支給総額 4,623 千円

職員 1人当たり支給年額 72 千円



地域手当、特殊勤務手当：制度なし

（７）特別職の給与・報酬等の状況

※町長、副町長、教育長の（ ）内は、特例減額措置前の額

区分 内容 国の制度との異同 差異の内容

扶養手当

①配偶者・父母等 6,500 円

②子 10,000 円

③満 16歳から満 22歳までの子

1人につき 5,000 円加算

同じ

住居手当
①借家等居住者 家賃に応じて

支給（最高 27,000 円）
同じ

通勤手当
①電車等関利用者 運賃相当額

②自家用車等利用者 距離に応じた定額
同じ

管理職

手 当

① 課長（６級） 50,000 円

② 課長（５級） 45,000 円

③ 副課長 40,000 円

④ 主幹 35,000 円

⑤ 副主幹・専門員 30,000 円

異なる 支給額

区分 給料月額等

給
料

町長
560,000 円

（700,000 円）

副町長
495,000 円

（550,000 円）

教育長
459,000 円

（540,000 円）

報
酬

議長 247,000 円

副議長 193,000 円

議員 177,000 円

期
末
手
当

町長
3.4 月分

（10%加算措置有）
副町長

教育長

議長
3.4 月分

（15%加算措置有）
副議長

議員



４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の概要

１週間：38 時間 45分 原則 月曜日から金曜日

8:30 12:00 13:00 17:15

（２）休暇制度の概要・種類等

（３）年次有給休暇の取得状況

（４）時間外勤務の状況

令和元年度における一般職員の月当たり平均時間外勤務時間は、５．７時間と

なっており、平成３０年度（３．１時間）と比べ、若干増加しています。

主な時間外勤務の内容は、福祉、税の賦課事務、選挙事務、時間外における各

種会議･イベントの事務などです。

なお、四半期ごとの時間外勤務は、下表のとおりです。

（単位：時間）

休憩時間

区分 内容

年次有給休暇

労働基準法第３９条の諸規定に従って与えられる、有給によ

る休暇であり、１年につき最高２０日間付与され、前年から

の繰越分を含めると最高４０日間となります。

年次有給

休暇以外

の休暇

特別休暇

選挙権の行使、結婚、出産、忌引、交通機関の事故等により、

社会習慣上または物理上の理由により、職員が勤務しないこ

とが相当であると認められる場合の有給の休暇です。

病気休暇

勤労意欲があっても負傷又は疾病のために勤務することがで

きない職員に対し、医師の証明等に基づき最小限度必要と認

められる期間、治療に専念させる目的で設けられた有給の休

暇です。

介護休暇

職員の家族に負傷、疾病、老齢等により日常生活を営むのに

支障がある要介護者がおり、当該職員以外に介護する者がい

ない場合における無給の休暇です。

組合休暇
職員が、登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合

における無給の休暇です。

期 間 取得日数

H31.1.1～R 1.12.31 ８．９日

H30.1.1～H30.12.31 １１．０日

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年間

727.0 905.5 1,409.0 871.0 3,912.5



５ 職員の休業に関する状況

（１）育児休業等の取得状況

ア 育児休業

職員が任命権者の承認を受けて、その３歳に満たない子を養育するため、子

が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないことを可能とす

る制度です。育児休業をしている職員については、給与は支給されません。

イ 部分休業

職員が任命権者の承認を受けて、小学校就学の始期に達するまでの子を養育

するため、1日の勤務時間の一部（２時間を限度）について勤務しない制度で、

休業した期間の給与は減額されます。

ウ 育児短時間勤務

職員が任命権者の承認を受けて、小学校就学の始期に達するまでの子を養育

するため、１週間当たりの通常の勤務時間よりも短い勤務時間で勤務すること

ができる制度で、勤務時間に応じて給与は減額されます。

令和元年度の育児休業等の取得者は、下表のとおりです。

単位：人

（２）高齢者部分休業の取得状況

職員が任命権者の承認を受けて、条例で定める年齢（５５歳）に達した日以後の

日から定年退職日までの期間中、１週間の勤務時間の一部について勤務しないこと

を可能とする制度で、休業した期間の給与は減額されます。

令和元年度中の取得者はいませんでした。

６ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

令和元年度に分限処分を受けた職員は、いませんでした。

（２）懲戒処分の状況

令和元年度に懲戒処分を受けた職員は、いませんでした。

休業の種類

休業者の内訳

育児休業 部分休業 育児短時間勤務

うち新規 うち新規 うち新規

取得者合計 １ １ １ ０ ０ ０

うち女性 １ １ １ ０ ０ ０

男性 ０ ０ ０ ０ ０ ０



７ 職員の服務の状況

（１）職員の守るべき義務の概要

地方公務員法第３０条は、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者

として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて

これに専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的

に実現するため、同法は、職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

（同法第３２条）、信用失墜行為の禁止（同法第３３条）、秘密を守る義務（同法第

３４条）、職務に専念する義務（同法第３５条）、政治的行為の制限（同法第３６条）、

争議行為等の禁止（同法第３７条）、営利企業等の従事制限（同法第３８条）など、

服務上の強い制約を課しています。

（２）職務専念義務免除の状況

職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務

上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません。（地方公務員

法第３５条）。ただし、「職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修を

受ける場合や厚生事業に参加する場合その他任命権者が定める場合に、任命権者の

承認を得て、職務専念義務が免除されることがあります。

令和元年度においては、総合検診（人間ドック）の受診、消防団用務、昇任試験

等で職務専念義務免除の承認を行っています。

（３）営利企業等従事の許可状況

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社等の役員を兼務

したり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事等してはならないとされて

います（地方公務員法第３８条）。

令和元年度においては、消防団活動の従事を許可しています。

８ 職員の退職管理の状況

地方公務員法の一部改正により、離職後に営利企業等に再就職した元職員は、原則

として離職前の職務に関して、現職員への働きかけができなくなりました。

ただし、公務の公平性の確保に支障がないものと認められる場合には、事前の承認

を受ければ、働きかけをすることができるため、「長瀞町職員の退職管理に関する規則」

を制定し、必要な事項を定めました。

令和元年度においては、承認申請はありませんでした。



９ 職員の研修の状況

研修の概要

令和元年度に実施した研修の延べ参加人員は、１６４人です。

なお、当町における研修体系及び令和元年度実施状況は、以下のとおりです。

研修体系

職場内研修

・管理監督職員への研修

・管理監督職員の部下への研修

・職場研修マニュアルの作成活用

職場外研修

・階層別研修

・専門研修

・特別研修

・派遣研修

自己啓発

① 彩の国さいたま人づくり広域連合主催の研修

② その他の研修

項 目 受講者数

階層別基本研修 １９

階層別選択研修 ７

特別研修 １

計 延２７人

項 目 受講者数 主 催 者 等

人権教育研修会 １６ 長 瀞 町

人事評価研修（評価者） １３ 〃

人事評価研修（被評価者） １７ 〃

長瀞町職員現地研修会 ５ 〃

職員メンタルヘルス研修（第１回） ３１ 〃

例規システム操作研修会 ２７ 〃

秩父郡町村会職員研修 ３ 秩父郡町村会

災害復旧事業研修（初級） ２ 埼玉県総合技術センター

河川砂防事業研修 ２ 〃

障害者差別解消法研修 ８ ちちぶ定住自立圏

新入社員研修会 ５ 長瀞町商工会他

職員メンタルヘルス研修（第２回） ８ 秩父地域自殺予防フォーラム実行委員会

計 延１３７人 －



１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）福利厚生制度の概要

職員の共済制度は、地方公務員法第４３条に基づいて定められた地方公務員等共

済組合法によって具体的に定められています。共済制度を運用し、実施する主体は

埼玉県市町村職員共済組合です。

共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡等に対し

て必要な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職・障害・死亡に対して年金又は

一時金の給付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅貸付の貸付けな

どの「福祉事業」の大きく分けて３つの事業を行っています。

その他の福利厚生制度として、職員のための任意の互助組織として「職員親睦会」

を組織し、福利厚生事業やレクリエーション事業を実施しています。

（２）福利厚生制度に係る町の負担状況

共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である町の

負担金によって賄われています。町の負担金の率は法定されており、令和元年度は

９０，４４７千円の負担金を支出しました。

また、職員検診の費用として２８６千円、ストレスチェックの費用として１１６

千円を支出しました。

なお、職員親睦会に対する補助金は支出していません。

（３）公務災害の発生状況

公務災害補償制度は、職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害及び死亡）又は通

勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補填（補償）と、被

災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業（福祉事業）

を行うことを目的としています。具体的には、地方公務員法第４５条に基づいて定

められた地方公務員災害補償法によって定められています。

令和元年度においては、公務災害の申請はありませんでした。



第２編 公平委員会の業務の状況

１ 勤務条件に関する措置の要求の状況

令和元年度の措置要求案件は、ありませんでした。

※ 措置要求：職員が、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対し

て、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求すること。

２ 不利益処分に関する不服申立ての状況

令和元年度の不服申立て案件はありませんでした。

※不利益処分：職員の地位又はその身分取扱に関する不利益な処分

懲戒処分（免職・停職・減給・戒告）、分限処分（免職・休職・降給・降任） 等


